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暫定基準（第２次案）等に対して寄せられた御意見（未定稿） 

 
 
 
１．募集期間：平成１６年８月２０日（金）～平成１６年１１月３０日（火） 
 
 
 
２．寄せられた意見数等： 

個人・団体数・・・  １４１ 
 
 
 
３．寄せられた意見の概要：別添 

（参考） 

分類番号 内容 

1 総括意見 

2 一般規則 

3 不検出 

4 暫定基準設定方法 

5 加工食品 

6 基準値に係る個別意見 

7 一律基準 

8 対象外物質 

9 今回の意見募集の対象外のもの 

(1) 現行基準の取扱い 

(2) 分析法 

(3) 今後の検討方法・スケジュールなど 

(4) 監視指導関係 

(5) 残留基準設定方法一般 

(6) その他 

 

 

資料３－２ 



No 分類 ご意見 意見提出者 文書番号

1 1 ポジティブリスト制に係り、最終製品を単にサンプリングして、分析するだけでは消費者を適
切に保護することは不十分である。フードチェーンにおいて、予防措置的なアプローチを含ん
だ一貫したマネジメントが重要であり、このような視点・考え方を序文に追加するべき。

日本生活協同組合
連合会

144

2 1 いわゆる優位的地位にある事業者（流通業、小売業及び加工度の低い食品原材料を購入し
加工度の高い食品を製造している食品製造業など）等が、明らかに使用実態のない物質も
含め無用な農薬分析（例えば約７００種類の全物質分析）の証明書を提出させる等の行為が
ないよう、農林水産省、経済産業省、公正取引委員会等関係省庁と連携し、監視・指導願い
たい。
（同旨多数）

財団法人食品産業
センター・全日本菓
子協会・全国ビス
ケット協会・日本エ
キス調味料協会・
水産食品衛生協議
会・（社）日本植物
油協会、他

71・75・
83・99・
113・
128、他

3 1 輸入者に対し、使用農薬ではない薬剤を含めた、すべての物質の残留検査結果の提示など
の対応困難な要求が行われないように、流通・小売業者への情報提供と指導や一般消費者
への情報発信と食育などを推進願いたい。（同旨２件）

日本水産（株）・雪
印乳業株式会社

19・31

4 1 輸入加工品への暫定基準適用について
ポジティブリスト制の対象となる輸入品については、輸入日（通関日）で判断するのか、輸入
品が製造された製造日で判断するのか不明確である。
国産品で暫定基準の対象となるのは施行日以後に製造された食品の方向で検討する、とさ
れているが輸入品にあっても同じ取り扱い（製造日）としていただきたい｡（同旨多数）

日本水産株式会
社・雪印乳業株式
会社・（社）日本輸
入食品安全推進協
会・ｷｯｺｰﾏﾝ株式会
社・財団法人食品
産業センター・水産
食品衛生協議会、
他

19・31・
49・69・
71・113、
他

5 1 農産物は栽培から収穫までに日数を要し、また農作物にそれぞれに季節性がある。従って
告示後６ヶ月の周知期間では足りない場合が多いと考えられ、施行後に一定の移行期間を
もうけることが妥当である。（同旨２件）

三井物産（株）、日
本冷凍食品協会

37・42

6 1 新たに検査項目に加えたものについて、分析などの準備に必要な期間を設けるべき。地域
などの事情により、施行を順次行うべき。［原文英語］

Chinese
Government

134

7 1 告示後、施行までの期間を６ヶ月としているが、動物薬の休薬期間の変更（又は新基準下で
今までの休薬で充分対応できる旨の確認）、分析方法の普及など実施のための様々な体制
を準備するために必要十分な期間を設定していただきたい。

畜水産品残留安全
協議会

33

8 1 国内での使用物質と外国での使用物質とに分類されたいこと、また、物質毎に使用時期等
の情報を明示されたいこと。（同旨２件）

雪印乳業株式会
社・（社）日本乳業
協会

31・84

9 1 最終告示までの間に参考諸外国・地域において残留基準が設定される農薬等がでると考え
られるが、これらについても暫定基準としての採用の考え方を明確にして告示までの間でき
る限りの採用を行っていただきたい。（同旨２件）

Northwest
Horticultural
Council・（株）日清
製粉グループ本社
/日清製粉（株）/日
清フーズ（株）

15・46

10 1 新規登録又は変更のあった米国のMRLの採用期限は。［原文英語］ The United States
Government

142

暫定基準（第２次案）等に対して寄せられた主な御意見
（個別の基準値に係る意見を除く）

未　定　稿



No 分類 ご意見 意見提出者 文書番号

11 1 暫定基準のリストの見直しについて、農薬、動物用医薬品摂取量の実態調査の結果及び国
際機関での検討状況等を総合的に判断し、優先順位品目を設定した上で、毒性資料のデー
タの収集、日本人の食品摂取量に基づいた暫定基準の見直しを要望する。

日本生活協同組合
連合会

144

12 1 作物ブループの分類が、農薬取締法での登録保留基準、マイナー作物、食品衛生法の残留
基準とでは、異なっているので、統一すべきである。

反農薬東京グルー
プ

115

13 1 香辛料をスパイスとハーブに大別し、暫定基準２次案の「農産物名」に追加設定していただき
たい。具体的には代表的な品目は単独で、残りは「その他のスパイス類」及び「その他の
ハーブ類」とした項目（例えば下記のとおり全部で２７品目（略））を設定していただきたい。

全日本スパイス協
会

110

14 1 清涼飲料の原料に乾燥した果実の皮（例えば陳皮と呼ばれるミカンの皮を乾燥したものな
ど）の使用実績があります。乾燥した果実の皮について、基準値の考え方（判断基準）をお示
しいただきたい。（同旨２件）

社団法人全国清涼
飲料工業会・サント
リー株式会社

36・39

15 1 　1）「食塩」は、ポジティブリストの対象になる食品でしょうか？
　2）「食塩」も対象になるならば、製造、加工、使用、保存方法の 基準が定められていますで
しょうか？
　3）また、農薬の測定頻度や合否判定法はどのように定められているのでしょうか？（同旨４
件）

財団法人塩事業セ
ンター・鳴門塩業株
式会社・（社）日本
塩工業会・全国輸
入塩加工包装協同
組合

40・62・
106・107

16 1 「その他の野菜」及び「その他の果実」の範囲。スペアミント及びオリーブはどこに該当する
か。［原文英語］

The United States
Government

142

17 1 欄外に記載される化合物を含めたリストを作成すべき。「その他の野菜」及び「その他の果
物」の範囲を明確にすべき。［原文英語］

Australian
Government

133

18 1 お酒のジンなどを製造する際、香り付けに様々な草根木皮（添付資料１略）を使用するが、食
品衛生法上、どの農作物に分類・規制されるのかがわからないため、分類をお願いしたい。

サントリー株式会社 39

19 1 親化合物と代謝物の相関を一覧にするべき。 日本生活協同組合
連合会

144

20 2 抗生物質及びその他の化学的合成品たる抗菌性物質は原則「含有してはならない」。また１
２農薬等については食品中において「不検出」となっている。「含有してはならない」と「不検
出」の違いを明確にしていただきたい。そして「含有してはならない」についても分析方法を明
示し、検出下限を明確にし、農水畜産物生産者、食品製造者及び消費者に無用な混乱が起
きないように考慮願いたい。
（同旨多数）

The American
Chamber of
Commerce in
Japan/European
Business
Community・輸入
冷凍野菜品質安全
協議会（凍菜協）・
マルハ株式会社・
味の素株式会社・
畜水産品残留安全
協議会、他

16・33・
96・100・
107、他

21 2 抗生物質の「含まれてはならない」の基準について、ADIが評価された抗生物質については、
NOEL（最大無作用量）が設定されており、この「含まれてはならない」という規定とは矛盾す
るものとなってしまいます。このため、少なくとも、諸外国でADIの評価に基づいてMRLの設
定、又は、その他の基準による残留規制が行われている抗生物質については、この”含まれ
てはならない”の原則から除外されるべきであると考えます。例えば、MRLやその他の基準
が少なくとも１種類以上の動物種で定められている抗生物質について、MRLの設定されてい
ないその他の動物種やその他の組織・内臓を規制する場合には、「含まれてはならない」と
の基準を採用するよりも、その他の規制、例えば妥当な検査法による妥当な検出限界の手
法で計った場合の基準により規制すべきである。

日本イーライリリー
株式会社

122

22 2 抗菌性物質を含有する農薬製剤の登録はすでに農薬取締法にそって農林水産省で認めら
れており、その申請資料（再登録等を含むには、毒性試験成績ならびに適用作物毎の国内
の残留試験成績を含みます。したがって、国内で登録のある適用作物については「含有して
はならない」とせず、登録に用いた検出限界値(0.05ppm）をもって暫定値としていただきたくお
願い申し上げます。

ファイザー株式会社 20



No 分類 ご意見 意見提出者 文書番号

23 2 MRL設定を必要としない天然に由来する物質のリストを公表すべきである。［原文英語］
（同旨７件）

Caligornia Farm
Bureau
Federation・
National Potato
Council・Cranberry
Marketing
Committee ・
International
Federation for
Animal
Health(IFAH)・
Animal Health
Institute・U.S. Hop
Industry Plant
Protection
Committee・The
California Cherry
Advisory Board・
National Potato
Council

2・3・4・
6・10・
12・86

24 2 自然界に存在する物質など、通常存在する濃度では、人体に有害な影響の無いものと判断
される物質については、基準値のリストから除外されています。しかしながら一方で、人の健
康を損なうおそれのない物質と判断される物質のすべてが、「対象外物質」としてリストに載
せられているわけではありません。例えば、天然型の肥育ホルモンなどは、このリストから除
外されており、何らかのリストにも掲載されずに宙ぶらりんの状況になっています。混乱を避
ける意味からも、これらの物質についても「対象外物質リストへの掲載を考慮してもらいた
い。

日本イーライリリー
株式会社

122

25 2 自然に含まれる量を超えないという判断をするためには、自然に含まれる量のデータが必要
となる。特にホルモン剤などこれまで国内でのデータ蓄積のない物質等、優先順位を定めて
調査されたい。

日本生活協同組合
連合会

144

26 2 「硫酸第二銅」「水酸化第二銅」等の無機化合物については、「自然に食品に含まれる物質と
同一である場合、当該食品に対して当該物質が含まれる程度は、当該食品に一般に含まれ
る量を超えてはならない」の規定により規制されると考えるが、当該食品に一般に含まれる
量について、改めて明示していただくか、参考とする数値の所在を明確にしていただきたい。

日本水産（株） 19

27 2 基準値の有効数字を１桁とする考え方であるが、平均値を採らない場合、数値を丸めるので
はなく、そのままの数値を用いるべきではないか。

日本生活協同組合
連合会

144

28 3 不検出とする基準の科学的根拠。特に不検出と基準値が混ざっているもの。不検出とする基
準の検査法。［原文英語］

Chinese
Government

134

29 4 同一動物であって、一部の組織・臓器に基準が設定されている場合、それ以外の組織・内臓
等については、同一動物で暫定基準案が提示されている組織・臓器のうち、最も低い値をそ
れ以外の組織・臓器等に設定することとされているが、多くの場合基準が設定されている筋
肉が残留性が最も低く、MRLにしたがってその他の臓器・組織に最も小さいMRLを適用する
と、適切な休薬期間を定めた場合であっても、その他の臓器・組織の残留が違反になる可能
性も想定される。
このため、諸外国と同様、MRL未設定臓器については、基準を設定しないか、又はマーケット
バスケットの考えに基づき最も高いMRLを設定するなど、国際的に整合性の取れた規制の
導入を再考頂きたい。
（同旨多数）

Animal Health
Institute・The
American Chamber
of Commerce in
Japan/European
Business
Community・畜水
産品残留安全協議
会・日本イーライリ
リー株式会社、他

6・16・
33・122、
他



No 分類 ご意見 意見提出者 文書番号

30 4 諸外国では、マイナー動物種の定義、残留の規制と休薬の取り方など、これらの動物種に動
物用医薬品を効能外使用した場合の取扱いについても一定の基準を設定している。
主要な動物種に比べ、摂取量が相当低いマイナー動物種からの畜産物について、過剰な規
制と、それによる使用可能薬剤の過度の使用制限を避けるためにも、主要動物の基準値と
一貫性を持たせた基準値の設定と供に、妥当性のある残留管理法の導入の検討を願いた
い。
（同旨多数）

Animal Health
Institute、Canadian
Animal Health
Institute、The
American Chamber
of Commerce in
Japan/European
Business
Community、畜水
産品残留安全協議
会・日本イーライリ
リー株式会社、他

6・7・16・
33・122、
他

31 4 国内の動物薬、飼料添加物の基準値は、承認時の申請資料中にある残留性試験の検出限
界値に基づいているが、その値は承認を受けた時代によっても異なり、時代とともに検出法
が改良され、それに伴い、より低いレベルの検出限界値が要求されている。一方、第二次案
に記載されている値は、動物薬では主に50ppb（或いはそれ以下）となっており、必ずしも承
認時・指定時の検出限界値と一致しておらず、第二次案中の国内基準値が「科学的に設定
されたものと考えている」というのは必ずしも当てはまらないと思われる。
単純に50ppb（又は国内での検出限界値）を基準値として当てはめるものでなく、諸外国でよ
り妥当な科学的な評価によるMRLの設定のある物質、若しくは、諸外国でADIとバリデートさ
れた定量（検出）限界値から、妥当な分析限界値が定められている場合、それらの基準値も
十分考慮していただきたい。

畜水産品残留安全
協議会

33

32 4 基準値を参照した諸外国においても、必ずしも承認されたすべての物質に基準値が設定さ
れているわけではなく、休薬ゼロ時点での残留が、検出限界値以下又はＡＤＩを超えない場
合、ＭＲＬが設定されない場合、ＥＵの飼料添加物のように、ＡＤＩとバリデートされた分析値な
どのデータからＭＲＬを設定せずに、休薬期間を設定する場合もある。
このため、外国の基準値を参照する場合には、ＭＲＬが無いからといって単純に10ppbの一
律基準値を適用するのでなく、当該国において設定された分析法の定量限界値についても、
一つの基準値として考慮して頂きたい。

畜水産品残留安全
協議会

33

33 4 水産動物種の残留性については、臓器・組織の区分けがなく、一つの基準が採用されてい
る。しかしながら、哺乳動物と同様、魚類においても各組織中の残留性はまちまちで、また、
従前の国内の残留性の検討は、可食部位を中心に限定された組織についてのみ実施して
いる。現行の残留規制を考慮した、整合性のある対象臓器の設定や、科学的にみて妥当な
規制方法の導入を望む。

畜水産品残留安全
協議会

33

34 4 緊急条項（第１８節）による暫定基準を採用するべき。［原文英語］（同旨７件） The United States
Government・The
California Cherry
Advisory Board・
National Potato
Council・California
Table Grape
Commission・
California
Strawberry
Commission
・U.S. Hop Industry
Plant Protection
Committee・
California Farm
Bureau Federation

2・3・5・
9・10・
12・142

35 4 米国で使用が認められている農薬(もちろん基準値が定められている)であって、現行案に掲
載されていない農薬(事例：EPTC、Ferbam、Maneb、zineb、Ziram、Streptmycin等)が見受け
られる。ついては、米国やＥＵ等で使用が認められている農薬であって、現行案に掲載され
ていない農薬等を精査の上、追加されたい。

社団法人日本果汁
協会

112



No 分類 ご意見 意見提出者 文書番号

36 4 コーデックスにおける評価でStep6以上に進んだ基準値については、諸外国の基準値と伴
に、暫定基準値決定のための参考にしていただきたい。

Animal Health
Institute、Canadian
Animal Health
Institute、畜水産品
残留安全協議会

6・7・33

37 4 コーデックスInterimMRLなどの設定状況を反映させるべき。 日本生活協同組合
連合会

144

38 4 複数の海外基準について、基準が大きく違う場合、単に平均値を採用するのではなく、設定
根拠などの調査が必要。

日本生活協同組合
連合会

144

39 4 どのような場合にコーデックス基準よりも国内基準（登録保留基準）が採用されるのかが不
明確であり、『生産・流通や農薬の使用実態等を勘案』の適用範囲を明確にするべきであ
る。
外国基準を基本とする具体例としては、農作物毎の自給率が低いものとして農林水産省が
ホームページで示しているグレープフルーツ、レモン、パイナップル、小麦、トウモロコシ、大
豆等が挙げられているが、国内基準（登録保留基準）を基本とする例及び根拠が明示されて
いない。実際、コーデックス基準が設定されながら国内基準（登録保留基準）が暫定基準とし
て採用された例（類型1-2）としては「米（玄米）のパラコート」 程度しか見当たらない。

株式会社ニチレイ 30

40 4 残留基準と使用基準は一体で検討を行うべきものであり、特に農薬取締法で適正使用基準
が設定されているものについては、国内法で安全性及び作物残留性について担保されてい
るものと判断され、コーデックス基準よりも登録保留基準を優先することを基本とすべきであ
る。
しかしながら、暫定基準の設定と連動した使用基準の見直し（使用時期、回数、希釈倍率
等）は今回行われておらず、農薬取締法で定められた適正使用基準を遵守していても暫定
基準を超過してしまうケースが考えられる。
・登録保留基準よりもコーデックス基準を優先して採用する場合は、以下の手順が必要であ
ると考える。
*既存の適正使用基準による作物残留が試験データ等によりコーデックス基準を下回ること
が確認できる
*使用方法の見直しを暫定基準設定と同時に行う。

株式会社ニチレイ 30

41 4 飼料添加物については、設定根拠として「飼料安全法の検出もしくは定量限界値」が使用さ
れているが、ADIを踏まえない定量限界値による規制に関しては、法令に従い適切な養殖管
理を行ったとしても、畜水産物中での代謝の状態によっては、基準を超えて検出される可能
性があると推察される。国内法である飼料安全法や海外で使用されている飼料規格との調
和を図るとともに、ADI・残留の実態等を踏まえた上で、科学的な根拠に基づく暫定基準設定
の検討をしていただきたい。

日本水産（株） 19

42 4 日本で登録されていない農薬で、外国で使用状況が不明なものや毒性情報が不明なもの
は、原則として、残留基準を設定すべきでない。外国での登録実態及び使用実態を調査の
上、毒性情報を求め、提案値を再検討して、残留基準を決めるべきである。
　特に、外国でしか使用されていない農薬で、基準値が高いものは、基準を設定しないという
姿勢も必要である。
　また、コーデックスや外国基準しかない農薬で、残留基準が多くの農作物に設定される場
合には、理論推定摂取量(フードファクター×残留基準÷体重（50kg）の総和)を算出し、ＡＤＩ
の80％を越えるものは、基準案を再検討すべきである。

反農薬東京グルー
プ

115

43 4 日本で適用のない農作物に、外国の基準をそのまま援用するのではなく、日本国内で登録
のある農薬を使い、日本の基準に適合する農作物の栽培方法をとるよう外国に求めるべき
である。
　たとえば、フッ化スルフリルは、日本では木材くん蒸のためしか農薬登録されていないが、
ダウ・ケミカル日本がアメリカで穀類に基準が設定されたとの理由で、同国の残留基準が援
用された。
　ホップについては、ドイツの基準がそのまま援用されている場合が多い。

反農薬東京グルー
プ

115



No 分類 ご意見 意見提出者 文書番号

44 4 基準の設定に際しては、コーデックスと外国基準を同等にみなし、最も低い値を採用する。
【理由】
①貴省がコーデックスを最優先にしたのは、1995年に発効したＷＴＯ関連協定のうち、国際
間の農産物取引を円滑にすることを目的とした「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」
（ＳＰＳ協定）を根拠にしていると考えるが、同協定では『科学的に正当な理由がある場合、国
際的基準等よりも高い保護の水準をもたらす衛生植物検疫措置を導入又は維持することが
できる』となっており、貴省が他所で援用している外国基準（アメリカ、オーストラリア、ニュー
ジーランド、EU、カナダの五カ国）は科学的理由に基づいて定められたと考えられるから、
コーデックスと同等とみなせる。
②コーデックスなる国際規格は、食品の安全性を確保することを基礎においた上、食品の世
界貿易を促進するために決められるものとされており、人に対する安全性を最優先したもの
ではない。また、この食品規格を検討する委員会は、各国の行政機関や化学・食品関連企
業の代表がメンバーとなっており、消費者サイドの意見が反映されにくくなっている。このよう
にコーデックスが必ずしも、毒性評価を最重要視して定めれたものでないことから、特別視す
ることなく、外国基準と同等のものとみなし、その中で、最も低い値を採用するのが妥当であ
る。
③基準案の中には、外国基準の平均値を採用したものがある。ＳＰＳ協定ではこのような平
均値の採用を求めていない。科学的根拠があって設定された値は同等に扱うべきである。
④低い値の基準を設定することは、農薬総摂取量の低減につながる。

反農薬東京グルー
プ

115

45 4 日本登録保留基準を援用して、残留基準を設定したものがあるが、国内外で適用がない農
作物については、原則として、基準を設定すべきでない。

反農薬東京グルー
プ

115

46 4 現行基準を含め、参考とする５ヶ国の基準を参照し、基準を設定すべき。［原文英語］ The United States
Government

142

47 4 登録保留基準の採用は不適当。輸入割合の大きいものは外国基準を採用するがその判断
基準が不明確。［原文英語］

The United States
Government

142

48 4 平均値の採用は不適当。ばらつきなどで例外的な平均値の採用は不明確。［原文英語］ The United States
Government

142

49 4 暫定基準に関して、豪州基準よりも低いものがあり、豪州の基準が考慮されていない。また、
今後登録される農薬等についてどのように反映させるのか？［原文英語］

Australian
Government

133

50 4 科学的な評価を経て設定される残留基準であるので、平均値の採用は正しい方法ではな
い。［原文英語］

Australian
Government

133

51 4 ADIなど科学的根拠を提供してほしい。五ヶ国の基準などと貿易のバランスを考慮して基準
を設定すべき。［原文英語］

Chinese
Government

134

52 4 同一作物群で基準の差が大きい。国産品に甘く、輸入品に厳しい。［原文英語］ Chinese
Government

134

53 4 同一カテゴリーの異なるタイプの食品について日本が規定した残留基準が、多くの差を生じ
ていることは、全く非合理的である。
理論上、CAPITA毎の１日当たり摂取量は非常に異なっており、事実、日本で設定されるこれ
ら食品に規定される基準は、多少大雑把であることが見受けられる。主として輸入に頼るこ
れら製品には、関連してより厳しいものである。明白なことは、規制案に貿易識別が存在して
いることであり、このことは、ＷＴＯの非識別規定に反するものです。例えば、牛と豚は共に哺
乳動物に属しているが、アプラマイシン（39）の残留基準は、豚で0.006ppmであり、しかるに
牛は0.1ppmである。他の例では、鶏とそれ以外の食鳥では、共に家禽に属するが、タイロシ
ン（659）の基準値は、鶏について0.05ppmであり、他の食鳥については0.2ppmである。［原文
英語］

Chinese
Government

134

54 5 加工食品への基準の適用が不明確。国際的に採用される濃縮係数などを採用するべき。ス
パイスに対する基準が存在しないが、加工食品にどのように適用するのか。諸外国及び輸
入者に対する指導指針を示すべき。［原文英語］

The United States
Government

142



No 分類 ご意見 意見提出者 文書番号

55 5 加工食品の基準適合性に関して、どのように判断するのか。［原文英語］ California Farm
Bureau Federation
・Australian
Government

12・133

56 5 加工品において基準を超える農薬が検出された場合、単品の野菜原料を使用しているので
あれば、原料野菜への換算は可能であるが、複数の原料を使用した場合、原因野菜への換
算が不可能な場合が想定される。この場合の取り扱いは？（同旨３件）

小川邦彦・輸入冷
凍野菜品質安全協
議会（凍菜協）・マ
ルハ株式会社

18・96・
100

57 5 カルバリルの「乳製品」について範囲を明確にする必要がある。
別表３加工食品中の農薬残留基準一覧の基準値案において、「乳製品」に対するカルバリル
の基準値案が0.1ppmとされている。一方、乳製品の原料である「牛の乳」のカルバリルの残
留基準値案は0.05ppmとされている。当該基準値案はコーデックス基準に準拠したものであ
るとされているが、乳製品の製造に使用する「牛の乳」は品目により使用量が異なる。例え
ば、全粉乳は「牛の乳」を約１０倍に濃縮されることから、「牛の乳」の基準値案：0.05ppm以
下の原料である「牛の乳」を使用したとしても、「乳製品」である全粉乳中のカルバリルの残
留量は基準値案以下になってしまう。
　このような矛盾を解消するためにも「乳等省令」において定義がなされている乳製品とコー
デックスにおいて使用されている「乳製品」の違いを明確にし「乳製品」の範囲を具体的に明
示する必要があると考える。

（社）日本乳業協会 84

58 5 加工食品である乳製品の生乳換算係数を策定されたい。
乳製品から一律基準を超えた農薬等が検出された場合であって、その検出農薬等が原料で
ある生乳と考えられる場合には、生乳の使用割合から生乳中の当該農薬等の含有量を推定
し、当該乳製品の適否を判定するものと理解している。
判断に齟齬が生じないよう、基本的な乳製品（脱脂粉乳、全粉乳、バター、チーズ等）につい
て、「生乳換算係数」を策定することが重要と考える。

（社）日本乳業協会 84

59 5 乾燥野菜を生と同じにする為に水を加える時の倍率の問題ですが、現在基準にしている物
が生の野菜の水分含有を測って、その分の水を加えて生と同じ状態にして測る、と思われま
すが、乾燥野菜の本当の水分値が変わってきます。乾燥野菜は可食部分だけを使用してお
り、生のそのままの物より２割位カットされていますので、最終加水は８倍より少し増えてくる
物となります。８．５倍するのと、８倍するのとでは、残留基準値で違いが出てきてしまいま
す。下記の表（略）で示しましたように各野菜によって数値にばらつきがでます。従いまして各
乾燥野菜ごとに最終加水分値を設定いただくかまたは１０倍程度に設定いただけないでしょ
うか。なお、各基準値表ごとにその設定値を注釈として記載いただけないでしょうか。

日本乾燥野菜協会 82

60 5 原料用の濃縮果汁、野菜濃縮汁について確認いたします。加工食品中の残留基準（案）が
設定されており、その中に、具体的な果汁名として「りんごジュース」、「柑橘類ジュース」、「オ
レンジジュース」、「ぶどうジュース」、「トマトジュース」などの名前が見られます。原料に使用
されているものとしては、その他にも多くの果汁、野菜汁があります。この場合の取扱いの考
え方としては、第1案が提案された時点で説明がありましたように、農産物に設定された残留
基準をもとに判断して良いとの解釈でよろしいか。即ち、8倍濃縮の「ピーチジュース」の場合
には、基準値の8倍をその判断基準として良いでしょうか。

日進通商株式会社 103

61 5 現行案の加工食品中、果汁に関して「柑橘類ジュース」、｢オレンジジュース｣、｢りんごジュー
ス」及び「ぶどうジュース」の名称を用いているが、ここでいう｢ジュース」とは、ＪＡＳ法でいう
「ストレート」及び「濃縮還元の果汁100％」のもののみを指し、「濃縮果汁」及び「果汁100％
未満の果実飲料」は該当しないものと理解して良いか。もし、濃縮果汁及び果汁100％未満
の果実飲料をも換算して対象とするならば、ＪＡＳ法との関係で、「ジュース」という名称を用
いるべきではない。

社団法人日本果汁
協会

112

62 5 加工食品について、基準値(案)が設定されているもの以外については「個別の基準を設け
ず、原則として規格基準に適合した原材料を用いて製造され又は加工された食品は、流通を
可能とする。｣とされている。しかしながら、「規格基準に適合した原材料を用いて製造され又
は加工された食品」である旨を確認することは、特に輸入品にあっては難しく、最終的には
「製品」の分析によって判断せざるを得ないものと考えられる。更に果汁の場合には、当該果
実の搾汁率や農薬等の果汁への移行率等の複雑な要素が介在している。ついては、原料
果実の基準値を踏まえて、どのように｢果汁の基準値｣を算出すべきか具体的にお示し願い
たい。

社団法人日本果汁
協会

112



No 分類 ご意見 意見提出者 文書番号

63 5 「果汁の基準値」の算出方法を示すことが難しい場合には、全ての｢果汁」(｢ジュース」の名称
は用いない。）の基準値に、原料である「生果」の基準値をそのまま準用する旨、何らかの形
で明文化されたい。また、内容①で指摘した「濃縮果汁」及び「果汁100％未満の果実飲料」
に基準値については、｢ジュース｣の値がある場合にはその値を用いて換算するのか、あるい
は当該生果の値から改めて換算するのか否かについても併せて明文化されたい。

社団法人日本果汁
協会

112

64 5 濃縮果汁、還元果汁及び果汁100％未満の果実飲料(表示された果汁含有量)の基準値算定
に際してはブリックス値を用いて換算して良いか。良いとすれば、基準ブリックス値はＣＯＤＥ
Ｘに基づく値ではなく、ＪＡＳ法に基づく値(例：オレンジ果汁の場合11°Brix、りんご果汁の場
合10°Brix）を用いられたい。

社団法人日本果汁
協会

112

65 5 加工ポテトは、日本の暫定基準はどのように適用されるのか教えてもらいたい。以前確認し
た際には、検体を水に戻して検査をし、生鮮ポテトの基準を適用すると理解している。このこ
とを文書によって示してもらいたい。［原文英語］

National Potato
Council

3

66 5 加工食品としての「全粒粉」の定義を明確にすべきである。（同旨３件） 日本製粉株式会
社・株式会社日清
製粉グループ本
社・製粉協会

43・46・
127

67 7 一律基準に関して、リスク管理措置としての考え方を採用するべき。 日本生活協同組合
連合会

144

68 7 発ガン性を有する物質であっても、毒性学的閾値以下であれば安全とする記載は適当でな
い。

日本生活協同組合
連合会

144

69 7 一日摂取許容量(ADI)の設定された農薬等(農薬、飼料添加物、動物用医薬品)と未設定ある
いは毒性の問題から取り消された農薬等に対して、同一の一律基準値を設定することは、法
第11条第3項の趣旨に反する。
【提案】
ADIの設定されている農薬等とADI未設定の農薬等で異なる一律基準値を設定すべきであ
る。（同旨２件）

農薬工業会・日本
水産株式会社

17・19

70 7 一律基準値の設定にあっては、対象となる農薬、飼料添加物、動物用医薬品の特性を考慮
すべきである。すなわち、対象物質のうち約7割が「農薬」であるのに対して、極端に低い動
物用医薬品のADIを考慮して一律基準案を提案している。特にADIが設定されている農薬に
は過度に小さな一律基準である。
【提案】
人畜に対する生理化学物質である動物用医薬品と農薬とは異なる一律基準値を設定すべ
きである。

農薬工業会 17

71 7 ポジティブリストに掲載されている物質については、いずれかの国で科学的な評価によりＡＤＩ
が設定され、それに基づく基準値の設定がなされた物質であるため、一律基準はNZの
100ppbを用いることが妥当である。EUの10ppbは、動物に用いる化学物質でないことから過
剰規制になりかねない。諸外国においても、基準値リストに掲載のない物質に対する厳しい
規制の実施は行われておりますが、少なくとも基準値に掲載された物質については、特段の
理由がない限り、10ppbといって厳しい規制は引いていないと思われます。再考をお願いしま
す。

日本イーライリリー
株式会社

122

72 7 提案されている一律基準値は毒性などの情報が十分でない化合物を前提とされているよう
であり、また引用されているADIも0.03 ug/kg/day未満という非常に毒性の強い化合物を想定
されています。動物用医薬品として農林水産省に承認される化合物は一般に十分な毒性の
情報があり、ADIも引用されているものと比べてはるかに大きいものがほとんどです。残留基
準値の設定はあくまでADIにもとづいておこなうのが科学的であり、高いADIが明らかになっ
ている化合物について、とりわけ特定の組織について諸外国で残留基準値が設定されてい
ないとの理由だけで、0.01 ppmの一律基準値を設定するのは科学的ではないと思われま
す。

メリアル・ジャパン
株式会社

105

73 7 「人の健康を損なう云々」、即ちdefaultの考えは、新規開発農薬や我が国リストに未登録な
農薬（基本的にdefault故）に限定すべきである。

油糧輸出入協議会 85



No 分類 ご意見 意見提出者 文書番号

74 7 ADIの設定された国内登録農薬に対して、いたずらに低い一律基準値を適用することは適当
でない。
本邦での登録農薬において、現行の一律基準値案(0.01 ppm)より高い一律基準値(0.05
ppm)を適用することが妥当であり、また、それは設定されているADIから考えて人の健康を損
なうおそれがないことは明らかである。

農薬工業会 17

75 7 １４年度の食品群別摂取量調査結果において、米以外の生鮮食品中最も多い食品は、「そ
の他果実類」であり、その摂取量は全国で49.3ｇ（最大の東北においては59.1ｇ）である。
1.5μｇ／dayを許容量の目安とすることが妥当であるならば、50ｇの食品から1.5μｇ／dayに
達するのに許容される残留値は平均で0.03ppmであり、従って実質上使用実態のない物質
に対する一律基準設定というのであれば、0.03ppmであっても、0.1ppmであっても見かけの摂
取許容量に過ぎず、必ずしも0.01ppmであらねばならないという必然性はない。

株式会社ニチロ 121

76 7 多種の農薬に対し一律的に基準値を設定することは、リスク管理上の根拠が乏しいことか
ら、現行法制度を生かして、基準値がすでに設定されている農薬及び同種の構造・毒性を
持った農薬等については、最も低い作物の基準値をこれら農薬の一律基準として採用するこ
とにされたい。
また、使用の可能性の低い農薬に一律的に0.01ppm程度の設定をすることは、リスク管理上
の根拠に乏しく、0.1ppm程度が妥当と思われる（現在の残留農薬基準値は0.01ppm以上が８
４．８％を占めている）。（同旨４件）

（社）日本冷凍食品
協会・奈良県保健
環境研究センター・
株式会社ニチロ・
輸入冷凍野菜品質
安全協議会（凍菜
協）

42・63・
96・121

77 7 「一部の農作物等には残留基準が設定されている農薬等が、当該農薬に関する基準が設定
されていない農作物等に残留する場合」に一律基準が設定されることになるが、「上記以外
の野菜」に対して残留基準値が設定されている農薬等は、一律基準設定の対象外として、
「上記以外の野菜」に設定された残留基準値を基準値が設定されていない当該農薬に対す
る基準として採用していただきたい。

日本水産（株） 19

78 7 一律基準値の設定を、現行基準値、CODEX基準値、海外基準値などがある場合は、他の農
産物にもそれらの基準値を勘案して、例えば1－0.01ppmの間で段階的に設定するなどの方
法を取れないか検討いただきたい。 段階的に設定されることで、一斉分析法により測定可能
となる農薬数が増え、現場ではより安全確認がしやすくなるので検討いただきたい。この場
合でも、もちろん毒性的観点を考慮することが必要である。（同旨５件）

農薬工業会・株式
会社日清製粉グ
ループ本社・ｷｯｺｰ
ﾏﾝ株式会社・協和
発酵工業株式会社
食品カンパニー・社
団法人日本果汁協
会

17・46・
69・80・
112

79 7 ニュージーランドにおいては、一律基準（0.1ppm)以下の残留であれば農薬が使用出来るの
で、使用が認められる範囲で、0.1ppmの基準設定が求められることを希望。［原文英語］

The New Zealand
Food Safety
Authority

135

80 7 人の健康をそこなうおそれのない量には、カナダの一律基準を参考として0.1ppmを採用して
もらいたい。［原文英語］（同旨２件）

The California
Cherry Advisory
Board・California
Farm Bureau
Federation

2・12

81 7 一律基準を0.01ppmに設定した場合、一斉分析法でカバーできる農薬等は１～２割程度と
伺っている。「人の健康を損なうおそれのない量」を前提とし、一斉分析で相当程度カバーで
きるレベルの一律基準を設定していただきたい。（同旨３件）

財団法人食品産業
センター・味の素株
式会社・（社）日本
植物油協会

71・107・
128

82 7 一律基準対象薬剤によっては分析法の検出限界が一律基準値より高くなるものが多く出てく
るものと推測されますが、その場合の一律基準値より高い検出限界に対する対応について
明確な判断を示して欲しい。（同旨４件）

小川邦彦・雪印乳
業株式会社・（社）
日本輸入食品安全
推進協会・ｷｯｺｰﾏﾝ
株式会社

18・31・
49・69

83 7 現在、一律基準値として0.01ppmが一人歩きしているようであるが、全ての農薬の規制値が
毒性の観点からも0.01ppmである必要はないと思われる。また、GC/MS法より分析精度が高
いGC/MS/MS法を用いても、検出限界が0.01ppm以上の農薬が多数あり、いわゆる公定法
（個別分析法）で測定しなければならない農薬が多数でてくる。しかし、公定法（個別分析法）
では実際のコスト、手間の観点から測定したくてもできない場合が多いと考えられる。

ｷｯｺｰﾏﾝ株式会社 69
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84 7 分析法の開発に当たっては対象薬剤の範囲が明示されていず、〔不検出〕薬剤は分析法を
公表するとのことであるが、一律基準対象薬剤を含めて全ての薬剤（全世界で使用されてい
る薬剤全て）について告示日までに公表されるのか、あるいは暫定基準値が設定された薬
剤（669種）のみが公表されるのかを明確にしてほしい。
　一律基準のみの対象薬剤の分析方法が公表されない場合、事業者側として対応ができな
いのではないか。その場合の何らかの判断基準を明示してほしい。

小川邦彦 18

85 7 FDAにおいては、項目毎に定量限界値を定義（資料略）し、各農薬によってそれらは異なって
いるが、0.1ppmの定量限界しか確保できないものが散見される。一律基準値に0.01ppmを設
定することは、669物質の定量限界に対して0.01ppmを保証する定量方法が必要であり、これ
が確保困難な状況であれば、本制度の施行後において分析値や一律基準値違反と判断さ
れた食品の取扱いにおいて混乱が生じる可能性が高い。

株式会社ニチロ 121

86 7 一律基準として、0.01ppmが設定された場合、分析方法としての定量限界は、その１０分の
１、又は５分の１を要求されるのでしょうか？農薬残留分析を行っている者として、定型分析
として定量限界を確保できるのは0.01ppmであり、それ以上の低い定量限界を確保するため
には、かなり高度な技術が必要になる。一律基準値として行政はどのような規制を考えてい
るのか？0.01ppmを正確に測定する必要があるのか？分析上の定量限界0.1ppmの優位さと
して確保できればよいのか。

廣田政隆 68

87 7 文献1)～3)（略）において、ドリフト汚染のデータが示されており、農薬散布地から100ftの地
点で５％、300ft地点で1%量のドリフトが確認されている。
　仮に2ppmの残留基準値が設定されている作物に対して1.5ppmのレベルで散布があり、隣
の圃場からのドリフトが発生した場合、その5%として0.075ppmのドリフト汚染が周囲に発生す
ることになる。
　また、文献4)（略）において、有機野菜に関する残留農薬のデータが示されており、有機野
菜の２５％から殺虫剤を検出したと報告されており、日本で栽培若しくは輸入される有機栽培
農産物におけるドリフトや汚染レベルの実態調査等を踏まえた一律基準を設定するべきと考
える。
尚、現在わが国で設定されている食品中の残留農薬基準は約9000あり、そのうち0.01ppm以
下のものは156（1.63％）にすぎないことも考慮すれば、一律基準値 0.01ppmは過剰に厳しい
数値レベルと言える。実質上の健康被害や危害の恐れが無い食品に対して、農薬等に関す
る社会の不安醸成や社会的損失を招かない為にも、一律基準は極めて危険な物質に適用
される水準と同等の0.01ppmではなく、0.1ppm（全体の残留農薬基準値の約70％を占める水
準）に設定すべきである。（同旨５件）

農薬工業会・マル
ハ株式会社・全日
本菓子協会・全国
ビスケット協会・株
式会社ニチロ

17・75・
83・100・
121

88 7 海に流れ出た農薬等が沿岸で養殖された魚介類にどの程度蓄積され、消失にどれくらいの
期間がかかるか等のデータは掴めていない現状があり、一律基準の数値によっては、社会
的な混乱を引き起こすことも考えられます。　このように実態把握が不十分な現状があること
から、水産物への一律基準適用については、暫定的な値として検討を継続していただき、Ａ
ＤＩ、残留データに基づく弾力的な基準値設定を、ご検討いただき、運用に関しても回収の扱
い等への配慮、罰則の猶予期間の設定等をご検討いただきたく考えます。（同旨２件）

マルハ株式会社・
水産食品衛生協議
会

100・113

89 7 一律基準値が0.01ppmに設定された場合、輸入野菜の違反率が増え、包括的な輸入禁止ま
たは輸出国の自主的な輸出制限など、野菜等の違反率が増え、包括的な輸入禁止または
輸出国の自主的な輸出制限など、野菜等の流通面における経済的な損失が大きくなる恐れ
がある。国外での使用実態が不明な現時点で、一律基準値0.01ppmは過剰な値ではない
か。

輸入冷凍野菜品質
安全協議会（凍菜
協）

96

90 7 ドイツ0.01ppm、アメリカ0.01～0.1ppm（運用上）、EU0.01ppm（提案）の事例が紹介されている
が、それぞれの国における具体的な運用実態（検査回数、検査頻度、違反率、違反した際の
対処方法に関する作物ごとの状況、違反品に対する社会の反応と対処方法等）詳細の公開
を希望します。

株式会社ニチロ 121

91 7 一律基準について、科学の進展を考慮した見直しを行うべきである。 日本生活協同組合
連合会

144

92 8 対象外物質のうち、食品安全基本法第１１条に基づく食品健康影響評価によりADI設定不要
とした物質と対象外物質の考え方の関係が不明確。

日本生活協同組合
連合会

144
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93 8 対象外物質を設定する概念及び規定の整備をするべきである。例えば、対象外物質のリスト
に掲載がなく、暫定基準値がない物質の取り扱いはどのようになるのか、検討を要望する。

日本生活協同組合
連合会

144

94 8 対象外物質に、米国の対象外物質のすべてを採用すべき。すべてを採用した上で、日本側
で問題と考えるものを除外し評価すべき。［原文英語］

The United States
Government

142

95 8 銅に由来する殺菌剤、硫黄、石油、脂肪酸塩及び脂肪酸エステルを対象外物質に加えるべ
き。また、対象外物質は使用規制のないものに限定すべきでない。使用規制の多くは食品安
全ではなく、GAPや環境影響の観点で設けられている。［原文英語］

The New Zealand
Food Safety
Authority

135

96 8 わが国で、飼料添加物として指定されているビタミン類32種類およびアミノ酸類12種類が農
林水産大臣から指定されていることから、これらのビタミンおよびアミノ酸類についても対象
外物質として明記されたい。

（社）日本科学飼料
協会

22

97 8 ポジティブリストの第2次案に記載されていない物質が少なくとも数種類あります(付録2参照
（略）)。私たちの提案は、追補IIにおける(EEC)第2377/90番（公衆衛生の保護のために最大
残留限界を確立する必要がないもの）に従って記載されている全ての物質を『免除された物
質』(人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物
質)のリストへ含めることです。

株式会社インター
ベット

108

98 8 対象外物質の案は示されたが、暫定基準案と同様に物質・薬品名のリストを作成していただ
きたい。

日本水産株式会社 19

99 8 性フェロモン剤は、直接農作物にかけるものでないので対象外物質となるのかどうか明確に
していただきたい。

ｷｯｺｰﾏﾝ株式会社 69

100 8 主にインドで使用されているニーム抽出物（オイル等）【由来植物：インドセンダン】、及びこの
有効成分Azadirachtinは、対象外物質として認識して良いのでしょうか。

日本紅茶協会 123

101 8 US-EPAとCAL－DPRは、銅、硫黄、ガーリックオイル、Azadirachtin、ミネラルオイル、NEEM
OIL、BACILLUS THURINGENSIS、リン酸鉄、INSECTICIDAL SOAP、桂皮アルデヒド、重炭酸
カリウム、AMPELOMYCES QUISQUALISについて、安全であるとし、害虫のコントロールとし
て用いられる天然の物質であり、トレランスは必要ないとしている。厚生労働省の対象外物
質においては、硫黄、BACILLUS THURINGENSIS、重炭酸カリウムについては、対象外物質
ということがわかる。これらが、暫定基準最終案に含まれるのか、対象外物質であるのか、そ
の他の物質が暫定基準最終案に含まれるのか、対象外物質のリストに分類されるのか、確
認したい。［原文英語］

California
Strawberry
Commission

9

102 8 対象外物質リストの確定と定期的な見直しを行うべき。 日本生活協同組合
連合会

144

103 9(5) 厚生労働省が公表した「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する
指針」により、日本で物質がどのように評価され、規則がいつ適用されるかについて情報を
頂きたい。［原文英語］
（同旨３件）

California Table
Grape
Commission・
California Farm
Bureau Federation
・The United States
Government

5・12・
142

104 9(5) JECFAは生乳ベースにおけるMRLを勧告しているが、脂溶性物質では、脂肪中の残留濃度
は全乳に比べ２５倍もの高濃度となる可能性があり、チーズ、バターなどの高脂肪含有加工
食品中の非常に高い残留濃度のつながる可能性がある。この点について検討すべきであ
る。

日本生活協同組合
連合会

144

105 9(6) 収穫後使用される防かび剤に対する国際規制との整合。［原文英語］（同旨４件） California Cherry
Advisory Board・
California Farm
Bureau Federation
・Australian
Government
・The United States
Government

2・12・
133・142
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106 9(6) 設定される基準値に対して十分にリスクコミュニケーションを図っていただきたいと考えます。
特に基準値以下にもかかわらず、検出されたことに消費者等が過剰に反応しないように、
ADIの意味するところを公知するするなど、今後も引き続き消費者等への「食育」に注力いた
だきたいと考えます。（同旨多数）

日本水産（株）、
JFIC(Japan Food
Information
Center)、（社）日本
輸入食品安全推進
協会、他

19・38・
49、他

107 9(6) 制度に対する理解を生産者・製造者のほか、東南アジア諸国などに対して働きかける。 日本生活協同組合
連合会

144


